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○大山町宅地造成整備費補助金交付要綱 

（大山町宅地造成支援上下水道整備費補助金交付要綱） 

平成28年9月1日 

告示第142号 

改正 平成28年11月11日告示第162号 

平成29年11月1日告示第157号 

平成30年7月23日告示第163号 

平成31年4月25日告示第99号 

令和2年2月28日告示第76号 

令和2年3月31日告示第144号 

令和5年3月30日告示第95号 

令和5年7月1日告示第138号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」

という。)第27条の規定に基づき、大山町宅地造成整備費補助金(以下「補助金」という。)

の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第2条 本補助金は、建設業者又は不動産会社が実施する宅地造成に対し、補助金を交付す

ることにより、大山町への移住、定住を促進し、町内人口の増加を図り、もって、大山町

の活性化に資することを目的とする。 

(補助金交付対象者) 

第3条 本補助金の交付を受けることができる者は、令和8年3月31日までに宅地造成を完了

した建設業者又は不動産会社(以下「補助事業者」という。)とする。 

(補助対象事業) 

第4条 本補助金の交付対象となる事業は、次の要件に該当するものとし、中山地区及び名

和地区においては宅地造成費(土地売買に係る費用及び設計費を除く。)に要する事業、大

山地区においては上下水道整備費に要する事業のみ対象とする。ただし、同一補助事業者

(実質的に同一である場合を含む。)が、先行する宅地造成を完了した日の翌日から起算し

て3年以内に隣接して行われる宅地造成については交付対象外とする。 

(1) 大山町において1箇所あたりの宅地造成が5区画以上 

(2) 1区画あたりの面積が165m2以上 
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(3) 大山町管理の公共下水道管又は農業集落排水管に接続すること。 

(4) 宅地造成内の道路整備については幅員4.0ｍ以上、路肩0.5ｍ以上とすること。 

(補助金限度額) 

第5条 本補助金の限度額は、次の各号に掲げる地区ごとに当該各号に掲げる額とする。 

 (1)中山地区：1区画につき上限300万円、1箇所あたり3,000万円。 

 (2)名和地区：1区画につき上限200万円、1箇所あたり2,000万円。 

 (3)大山地区：1区画につき上限100万円、1箇所あたり1,000万円。 

(事業の認定) 

第6条 第3条に規定する事業により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大山町

宅地造成整備費補助対象事業者認定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、

町長に提出をしなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 現況図 

(3) 現況写真 

(4) 補助対象となる宅地造成の設計図書一式 

（平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図、標準断面図、展開図等） 

(5) 公図又はその写し 

(6) 見積書 

2 町長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、認定の可否について決定し、大

山町宅地造成整備費補助対象事業者認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知

するものとする。 

(補助金の交付申請及び完了報告等) 

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業完了後に大山町宅地造成整備費

補助金交付申請書兼完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出をし

なければならない。 

(1) 契約書の写し 

(2) 竣工図 

(3) 完成写真 

(4) その他、町長が必要と認める書類 

(補助金の額の確定及び決定の通知) 

第8条 町長は、前条の書類の提出があった場合はこれを検査し、適当と認めるときは、交
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付すべき補助金の額を確定し、大山町宅地造成整備費補助金交付決定通知書兼額の確定通

知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。 

(補助金の請求及び交付) 

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大山町宅地造成整

備費補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交

付するものとする。 

(補助金の取消し及び返還) 

第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付決定を取り消すことができる。 

(1) 認定の申請書類等の記載内容に虚偽があったとき。 

(2) その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わ

なかったとき。 

2 町長は、前項の規定により認定の決定又は交付決定を取り消した場合において、その取

消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ず

るものとする。 

3 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用がある

ものとする。ただし、町長が特に認めるものについてはこの限りでない。 

(検査等) 

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、

若しくは補助事業等の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査するこ

とができる。 

(その他) 

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

(施行期日等) 

1 この告示は、平成28年9月1日から施行する。 

(失効) 

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。 

附 則(平成28年11月11日告示第162号) 

この要綱は、平成28年11月11日より施行する。 
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附 則(平成29年11月1日告示第157号) 

この告示は告示の日から施行する。 

附 則(平成30年7月23日告示第163号) 

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。 

附 則(平成31年4月25日告示第99号) 

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。 

附 則(令和2年2月28日告示第76号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(令和2年3月31日告示第144号) 

この告示は、令和2年3月31日から施行する。 

附 則(令和5年3月30日告示第95号) 

この告示は、令和5年3月30日から施行する。 

附 則(令和5年7月1日告示第138号) 

この告示は、令和5年7月1日から施行する。 
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様式第１号(第６条関係) 

 

                              年  月  日 

 

 大山町長        様 

 

                    申請者 

                      住   所  

                      事 業 者 名 

代表者氏名           印 

                      （電話番号    －       ） 

 

 

大山町宅地造成整備費補助対象事業者認定申請書 

 

 

大山町宅地造成整備費補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて下

記のとおり申請します。 

 

記 

 

添付書類 

 

（１）位置図 

（２）現況図 

（３）現況写真 

（４）補助対象となる宅地造成の設計図書一式 

  （平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図、標準断面図、展開図等） 

（５）公図又はその写し 

（６）見積書 
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様式第２号(第６条関係) 

 

受   第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

大山町長             印 

 

 

大山町宅地造成整備費補助対象事業者認定（不認定）決定通知書 

 

 

    年  月  日付で認定申請のあった大山町宅地造成整備費補助対象事業者に

ついて、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

 

 

認定   ・   不認定 

 

 

 

 

 

 

備考 

この処分について不服がある場合は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の規

定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に大山町長

に対し審査請求をすることができます。 
   また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（上記の審査請

求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６か月以内に、大山町を被告として（訴訟において大山町を代表する者は大山町長

となります。）、提起することができます。 
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様式第３号(第７条関係) 

 

                             年  月  日 

 

 大山町長        様 

 

                    申請者 

                      住 所  

                      事 業 者 名 

代表者氏名          印 

                      （電話番号   －     ） 

 

大山町宅地造成整備費補助金交付申請書兼完了報告書 

 

 大山町宅地造成整備費補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり関係書

類を添えて申請し、完了を報告します。 

 

記 

 

交付申請額            円 

 

添付書類 

 (1) 契約書の写し 

 (2) 竣工図 

 (3) 完成写真 

 (4) その他、町長が必要と認める書類 
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様式第４号(第８条関係) 

 

受   第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

大山町長             印 

 

大山町宅地造成整備費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書 

 

    年  月  日付で交付申請書兼完了報告のあった大山町宅地造成整備費補助

金について、下記のとおり交付決定し、併せて交付額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定（確定）額    一金           円 
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様式第５号(第９条関係) 

年  月  日 

 

 

大山町長        様 

 

 

申請者 

                      住 所  

                      事 業 者 名 

代表者氏名           印 

 

 

大山町宅地造成整備費補助金交付請求書 

 

    年  月  日付受  第   号で補助金交付決定を受けた    年度大

山町宅地造成整備費補助金について、次のとおり請求します。 

 

 

          補助金請求額 一金           円 
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様式第1号(第6条関係) 

様式第2号(第6条関係) 

様式第3号(第7条関係) 

様式第4号(第8条関係) 

様式第5号(第9条関係) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


